
児
童
扶
養
手
当
は
、
母
子

で
生
活
し
て
い
る
人
に
支
給

さ
れ
ま
す
。
申
請
で
き
る
の

は
、
資
格
発
生
か
ら
５
年
以

内
で
す
。
受
給
資
格
に
該
当

す
る
人
で
、
ま
だ
請
求
し
て

い
な
い
人
は
早
め
に
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。
国
籍
は

問
い
ま
せ
ん
。

受
給
資
格
　

①
離
婚
や
死
別
な
ど
に
よ
り

父
親
と
生
計
を
同
じ
く
し
て

い
な
い
、
ま
た
は
父
親
に
重

度
の
障
害
が
あ
る
子
ど
も
の

市　報　に い が た （2）平成14年７月28日第　　　号1848

保健所の電話番号は�228-1000（代表）です

一 日 赤 十 字 デ ー
日時 ７月31日午後１時半～３時半
会場 市民プラザ
内容 講演「加齢による体の変化」、高
齢者疑似体験、パネル展示、ほか
申し込み 当日直接会場へ
問い合わせ 日本赤十字社新潟市地区事
務局（自治振興課内�内線2403）へ

医師による精神保健福祉相談

申し込み　保健所健康増進課（�内線36
66）へ　※予約制

午後１時半
～３時半

時　間会　場曜　日

中央地域保健福祉センター

東地域保健福祉センター

毎週火曜

毎週木曜

精神障害者生活支援相談
日時 ８月３日～31日毎週土曜午後１時
～４時 会場 総合福祉会館
申し込み 当日直接会場へ
問い合わせ 保健所健康増進課（�内線
3666）へ

新潟空港のシンボルマークを募集
作品サイズ Ａ４、白画用紙・ケント紙
申込締切日 ８月19日（消印有効）
問い合わせ 新潟空港事務所総務課（�
273-4567）へ　※用紙１枚につき１点。
未発表作品に限る

わくわく子どもクッキング
日時 ８月20日午前10時～午後１時
会場 南地域保健福祉センター
内容 調理実習、レクリエーション、ほか
対象 小学生先着20人　参加費 300円
申し込み 保健所健康増進課（�内線36
69）へ

医師による老人精神保健福祉相談

申し込み　保健所健康増進課（�内線36
66）へ　※予約制

午後１時半
～３時半

時　間会　場期　日
東地域保健福祉センター
中央地域保健福祉センター

８・13
８・22

酒 　 害 　 相 　 談
日時 ８月５・19日午後１時～３時
会場 保健所健康増進課（市役所第２分
館１階） 対象 酒で悩む人・家族
申し込み 会場（�内線3666）へ　
※予約制

消防防災ヘリコプター・低空飛行のお知らせ
県近隣消防防災航空隊合同練習を実施

するため、ヘリコプターが低空飛行しま
す。飛行音が発生しますが、ご理解ご協
力をお願いします。
日時 ７月30日午前９時半～午後０時半
会場 市産業振興センター周辺
問い合わせ 県消防防災課（�280-51
45）へ

１歳６カ月児健康診査
対象 平成13年１月生まれ（北・西地区
は９月実施、曽野木・入舟地区は10月実施）
持ち物 母子健康手帳、問診票、フッ素
塗布希望者は料金1,020円
問い合わせ 保健所保健予防課（�内線
3643）へ ※案内と問診票は対象者に郵送

股関節検診・母体保護相談
対象 平成14年４月生まれ
持ち物 母子健康手帳、超音波（エコー）
検査料2,800円、問診票
問い合わせ 保健所保健予防課（�内線
3643）へ　※案内と問診票は対象者に郵
送。今年度から検査の方法が超音波に変
わりました

３ 歳 児 健 康 診 査
対象 平成11年２月生まれ
持ち物 母子健康手帳、問診票、尿、印
鑑、フッ素塗布希望者は料金1,020円
問い合わせ 保健所保健予防課（�内線
3643）へ　※案内と問診票は対象者に郵送

井戸水の水質検査
１年に１回は井戸水の水質検査を行い

ましょう。保健所では、水質検査項目や
検査機関などについてのパンフレットを
配布しています。
問い合わせ 保健所環境衛生課（�内線
3632）へ

育 児 相 談
持ち物 母子健康手帳
申し込み 当日直接会場へ
問い合わせ 保健所保健予防課（�内線
3643）へ

※印は栄養士による相談あり

期 日
８・01
８・06
８・19
８・21

８・23

８・27
８・29

８・21

会　　　場 時　間
※石山地域保健福祉センター
入舟分室
西地域保健福祉センター
南地域保健福祉センター
東地域保健福祉センター
中地域保健福祉センター

※北地域保健福祉センター
※黒埼地域保健福祉センター

※坂井輪地域保健福祉センター

午後１時半
～３時

午前９時半～11時
午後１時半～３時

午前９時半
～11時

健 　 康 　 相 　 談
基本健康診査の受診記録票、健康手帳

のある人はお持ちください。
問い合わせ 保健所健康増進課（�内線
3662）へ

※印は栄養士による相談あり

期　日
８・01
８・07
８・12
８・02

８・08

会　場
※西地域保健福祉センター
※大形連絡所
※石山地域保健福祉センター
※東地域保健福祉センター
※坂井輪地域保健福祉センター
老人憩の家・石山荘

※有明福祉会館

時　間

午前10時～11時半
午後1時半～3時

午前10時
～11時半

午後1時～2時半
午後1時半～3時

母
親
ま
た
は
養
育
者

②
母
親
ま
た
は
養
育
者
お
よ

び
子
ど
も
が
、
老
齢
福
祉
年

金
以
外
の
公
的
年
金
を
受
給

で
き
な
い
場
合
（
父
親
に
支

給
さ
れ
る
障
害
年
金
な
ど
の

加
算
対
象
に
な
っ
て
い
な
い

場
合
）

受
給
期
間

子
ど
も
が
18
歳

に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

３
月
31
日
ま
で
（
障
害
が
あ

る
子
ど
も
の
場
合
は
20
歳
未

満
）

支
給
額

申
請
者
な
ど
の
前

年
の
所
得
（
養
育
費
の
８
割

も
含
む
）
に
よ
り
、
子
ど
も

１
人
の
場
合
は
月
額
４
万
２

３
７
０
円
か
ら
１
万
円
（
２

人
の
場
合
は
５
０
０
０
円
加

算
、
３
人
目
か
ら
は
１
人
に

つ
き
３
０
０
０
円
加
算
）

必
要
な
も
の

戸
籍
謄
本
、

世
帯
全
員
の
住
民
票
、
印
鑑
、

ほ
か現

況
届
の
受
け
付
け
は

８
月
１
日
か
ら

児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者

は
、
毎
年
８
月
に
現
況
届
を

提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
今
年
度
か
ら
、
養
育

費
な
ど
に
関
す
る
申
告
書
が

新
た
に
必
要
に
な
り
ま
し

た
。
受
給
者
に
は
用
紙
を
送

り
ま
す
の
で
必
ず
期
間
内
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間

８
月
１
日
〜
30

日受
付
場
所

児
童
福
祉
課

（
市
役
所
本
館
２
階
）
、
黒
埼

支
所
保
健
福
祉
課
、
地
区
事

務
所

必
要
な
も
の

現
況
届
用

紙
、
児
童
扶
養
手
当
証
書
、

世
帯
全
員
の
住
民
票
、
印
鑑
、

ほ
か
　
※
今
年
１
月
２
日
以

降
に
本
市
に
転
入
し
た
人

は
、
前
住
所
地
が
発
行
す
る

平
成
14
年
度
の
所
得
証
明
書

も
必
要

問
い
合
わ
せ

児
童
福
祉
課

（
�
内
線
２
６
１
６
）
へ

現
在
、
幼
児
の
医
療
費
助

成
を
受
け
て
い
る
人
は
期
間

内
に
資
格
の
更
新
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。
対
象
は
入
院

が
小
学
校
就
学
前
、
通
院
は

４
歳
未
満
児
ま
で
。
た
だ
し
、

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
＝

表
＝
。

る
健
康
保
険
証

※
次
の
人
は
新
た
に
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
（
申
請
の
際

は
、
前
記
の
ほ
か
に
12
年
分

の
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
所
得

証
明
な
ど
の
写
し
も
必
要
）

①
１
〜
３
歳
児
…
幼
児
医
療

費
助
成
の
受
給
資
格
申
請
を

し
て
い
な
い
人
、
ま
た
は
前

年
度
所
得
制
限
に
よ
り
受
給

で
き
な
か
っ
た
人
で
13
年
分

の
所
得
が
所
得
限
度
額
を
超

え
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
人

②
４
歳
児
〜
小
学
校
就
学
前

…
入
院
し
た
月
や
入
院
が
決

ま
っ
て
か
ら
申
請

問
い
合
わ
せ

保
健
所
保
健

予
防
課
（
�
内
線
３
６
５
２
）

へ

受
付
期
間

７
月
31
日
ま
で

受
付
場
所

市
民
課
⑤
番
窓

口
、
黒
埼
支
所
保
健
福
祉
課
、

地
区
事
務
所
、
連
絡
所

必
要
な
も
の

申
請
者
の
平

成
13
年
分
の
所
得
と
扶
養
人

数
が
分
か
る
も
の
（
源
泉
徴

収
票
、
所
得
証
明
の
写
し
な

ど
）
、
幼
児
が
加
入
し
て
い

夏
本
番
を
迎
え
る
こ
の
時

期
、
暑
さ
に
体
が
慣
れ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、
熱
射
病
や

日
射
病
な
ど
の
熱
中
症
に
か

か
る
人
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

昨
年
７
・
８
月
に
市
内

で
、
暑
さ
に
よ
っ
て
病
院
に

運
ば
れ
た
人
は
52
人
。
そ
の

う
ち
の
約
５
割
は
、
65
歳
以

上
の
高
齢
者
で
す
。

熱
中
症
は
屋
内
外
に
関
わ

ら
ず
、
短
時
間
の
う
ち
に
発

症
し
ま
す
。

手
足
や
腹
の
痛
み
、
け
い

れ
ん
、
頭
痛
、
吐
き
気
な
ど

が
生
じ
、
脱
水
症
状
や
意
識

障
害
に
よ
っ
て
、
命
を
失
う

危
険
性
も
あ
り
ま
す
。
早
め

に
医
師
に
診
察
し
て
も
ら
い

ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
日
ご
ろ
か
ら
、
水

分
補
給
や
休
養
を
取
り
、
体

調
管
理
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

�
熱
中
症
を
防
ぐ
に
は

①
こ
ま
め
に
水
分
を
補
給
す

る②
部
屋
に
熱
が
こ
も
ら
な
い

よ
う
、
風
通
し
を
良
く
す
る

す②
衣
服
を
ゆ
る
め
、
呼
吸
を

楽
に
す
る

③
冷
た
い
ぬ
れ
タ
オ
ル
で
、

手
足
な
ど
を
冷
や
す

問
い
合
わ
せ

消
防
局
救
急

救
助
課
（
�
２
２
３
・
０
２

９
９
）
へ

③
睡
眠
を
十
分

に
と
る

④
栄
養
バ
ラ
ン

ス
の
よ
い
食
事

を
と
る

⑤
日
傘
・
帽
子

な
ど
で
、
日
差

し
や
暑
さ
を
防

ぐ�
熱
中
症
か
な

と
思
っ
た
ら

①
風
通
し
の
良

い
日
陰
や
、
冷

房
の
効
い
た
涼

し
い
場
所
に
移

在
宅
介
護
へ
の
支
援
と
し

て
「
訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
」

を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
自
分
で
理
髪
店

や
美
容
院
に
行
く
こ
と
が
困

難
な
高
齢
者
を
対
象
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
自
宅
に
出
張
し
て

理
美
容
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
も
の
で
す
。

対
象

在
宅
の
65
歳
以
上

で
、
要
介
護
度
１
以
上
の
認

定
を
受
け
て
い
る
人
（
病
院

や
診
療
所
に
入
院
し
て
い
る

人
ま
た
は
介
護
老
人
保
健
施

設
、
社
会
福
祉
施
設
な
ど
に

入
所
し
て
い
る
人
は
除
く
）

利
用
料
金
　
サ
ー
ビ
ス
内
容

に
応
じ
た
料
金
が
掛
か
り
ま

す
（
出
張
費
は
市
が
負
担
）

申
請
方
法

担
当
の
ケ
ア
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
通
じ
て
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
後
日
、
利

用
券
と
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
事

業
指
定
店
一
覧
を
送
付
し
ま

す利
用
方
法

利
用
者
が
理
美

容
店
に
連
絡
し
、
実
施
日
な

現
在
使
用
し
て
い
る
「
ひ

と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給

者
証
」
の
有
効
期
限
は
、
９

月
30
日
ま
で
で
す
。
10
月
１

日
以
降
も
同
制
度
の
適
用
を

受
け
る
た
め
に
は
、
８
月
中

に
更
新
の
申
請
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

受
給
者
証
を
持
っ
て
い
る

人
に
は
、
更
新
申
請
書
を
送

り
ま
す
の
で
期
間
内
に
必
ず

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

水
俣
病
総
合
対
策
健
康
管
理
事
業
健
康
診
査
の
申

し
込
み
を
12
月
13
日
ま
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

こ
の
健
康
診
査
は
、
水
俣
病
の
発
生
し
た
阿
賀
野

川
流
域
で
魚
を
食
べ
、
メ
チ
ル
水
銀
を
摂
取
し
た
可

能
性
が
あ
り
、
健
康
に
不
安
を
持
っ
て
い
る
人
を
対

象
に
行
っ
て
い
ま
す
。
希
望
す
る
人
は
、
保
健
所
総

務
課
に
置
い
て
あ
る
所
定
の
書
類
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
直
接
県
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
健
康
診
査

は
後
日
、
指
定
さ
れ
た
医
療
機
関
で
実
施
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

保
健
所
総
務
課
（
市
役
所
第
２
分
館

１
階
�
内
線
３
６
１
８
）
へ

水
俣
病
総
合
対
策
健
康
管
理
事
業
健
康
診
査

申
し
込
み
は
12
月
13
日
ま
で

自
力
で
理
美
容
店
に
行
け
な
い
人
に

自
力
で
理
美
容
店
に
行
け
な
い
人
に�

ご
利
用
く
だ
さ
い

ご
利
用
く
だ
さ
い
�
訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
��

ご
利
用
く
だ
さ
い
�
訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
��

受
付
期
間

８
月
１
日
〜
30

日受
付
場
所

児
童
福
祉
課

（
市
役
所
本
館
２
階
）
、
黒
埼

支
所
保
健
福
祉
課
、
地
区
事

務
所

必
要
な
も
の

更
新
申
請
書
、

健
康
保
険
証
、
印
鑑
、
ほ
か

問
い
合
わ
せ

児
童
福
祉
課

（
�
内
線
２
６
１
６
）
へ

ど
に
つ
い
て
調
整
し
て
く
だ

さ
い

問
い
合
わ
せ

高
齢
者
福
祉

課
（
�
内
線
２
６
５
３
）
へ

表　所得限度額

※１人増すごとに38万円加算。限度額
は給与所得控除後の金額

扶養人数

0人
1人
2人
3人

468万円
506万円
544万円
582万円

13年分（14年度）の所得


